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発行

● ｢消費税還元セール」は禁止

● ｢年間取引報告書」を交付

● ｢経営力向上計画申請プラットフォーム」についての説明等を追加
　中小企業庁は、「中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック（平成30年4月１日以降開始の事業年度用）」及び「中小企業向け所得拡大促進
税制　よくあるご質問Ｑ＆Ａ集」を改訂しました。
　所得拡大促進税制は、青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その
増加額の一部を法人税から税額控除できる制度です。また、下記の要件を満たす場合は、税額控除率を上乗せすることができます。

中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック及びＱ＆Ａ集を改訂

「消費税率の引上げに伴う価格設定について（ガイドライン）」を公表

「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（ＦＡＱ）」を公表

■Graphic Designer :Masayuki HIGASHI

国税庁

中小企業庁

今後の
　平成30年12月14日、自由民主党と公明党は「平成31年度税制改正大綱」を公表しました。
　この中で、消費税率10％への引上げについて、「平成31年10月に確実に実施する」と明記しました。また、これによって駆け込み需要と反動減という需要変動が発生するこ
とを回避し、需要を平準化するために、「消費税率引上げ時における価格設定の柔軟化と転嫁対策」、「住宅ローン控除の控除期間の3年延長」、「自動車税の引下げ」など、あ
らゆる手立てを尽くすとしています。
　法人課税においては、研究開発税制の拡充、中小企業者等の法人税の軽減税率の期限延長などを行うとしています。
　また、平成30年度税制改正において法人の事業承継税制の特例措置が設けられたことに続き、個人事業者の事業承継についても、法人の事業承継税制に準じた10年間限定の
特例措置を創設するとしています。

　ビットコインをはじめとする仮想通貨を売却又は使用することで利益が発生した場合、原則として雑所得に該当し、所得税の確定申告が必要となり
ます。国税庁は平成29年12月に、確定申告の対象となる仮想通貨の損益のパターンや、所得の具体的な計算方法について整理した「仮想通貨に関する
所得の計算方法等について」を公表していました。今回、これに下記のような内容を追加して、「仮想通貨に関する税務上の取扱いについて（ＦＡＱ）」
として公表しました。

内閣官房

　上記②の要件を満たすためには、適用年度終了後、税務申告までの間に「経営力向上報告書」を作成し提出する必要があります。この作成・提出に
は「経営力向上計画申請プラットフォーム」を使用することになります。今回改訂されたガイドブックでは、このプラットフォームの説明などが追加
されています。

　平成31年（2019年）10月１日から消費税率が10％に引き上げられる予定ですが、これに先立ち、国税庁は「消費税率の引上げに伴う価格設定につい
て（ガイドライン）」を公表しました。その中では、税率引上げの際、価格設定や宣伝・広告において事業者が注意すべき点について解説しています。

禁　止

次のような消費税と直接関連する表現は認められません。
「消費税はいただいていません」
「消費税還元セール」

容　認

次のような表現は問題ありません。
「10月１日以降〇％値下げ」
「10月１日以降〇％ポイント付与」

①　宣伝・広告の表示

原　則

総額（税込価格）で表示します。

容　認

税込価格と誤認されないために次のような措置を講じている場合は、税抜価格で表示できます。
個々の値札等において税抜価格であることを明示
店内における掲示やチラシ等により、税抜価格であることを一括して明示

②　価格の表示

年間取引報告書 仮想通貨交換業者から納税者に対して「年間取引報告書」が交付されることが明記されました。また、国税庁のホームページに掲載され
ている「仮想通貨の計算書（Excel）」に「年間取引報告書」の記載内容を入力することで、簡便に所得の計算を行うことができます。

相続・贈与による取得 相続や贈与によって仮想通貨を取得した場合は、相続税又は贈与税の課税対象となります。活発な市場が存在する仮想通貨であれば、仮
想通貨交換業者が公表する課税時期における取引価格をもって評価します。

財産債務調書への記載 仮想通貨は財産債務調書の記載対象となりますが、国外財産調書の記載対象にはなりません。

継続雇用者に対する給与等支給額の総額が、前年度と比べて2.5％以上増加しており、かつ、以下のいずれかを満たすこと

①　適用年度における教育訓練費の額が、前事業年度と比べて10％以上増加していること
②　適用年度終了日までに中小企業等経営強化法に基づく経営力向上計画の認定を受けており、当該計画に基づき経営力向上が確実に行われたことにつき、証明

がされていること

第10回どうなる!?
税理士　友松悦子

★売上税額の計算の特例
①　小売等軽減仕入割合の特例
　簡易課税制度の適用を受けない卸売業又は小売業を営む中小事業者
で、課税仕入れ等については税率の異なるごとに区分経理できる場合
は、課税仕入れ等に占める軽減税率の対象となる売上げにのみ要する
課税仕入れ等の割合を課税売上げに乗じて計算。
②　軽減売上割合の特例
　通常の連続する10営業日の課税売上げに占める同期間の軽減税率対
象の課税売上げの割合を期間全体の課税売上げに乗じて計算。
③　上記①及び②の割合の計算が困難な場合
　主として軽減税率の対象資産の譲渡等を行う中小事業者で、軽減税
率の対象となる課税売上げの占める割合がおおむね50％以上であり、
上記①及び②の割合の計算が困難な事業者は、これらの割合を50％と
して計算。

★仕入税額の計算の特例
①　小売等軽減売上割合の特例
　簡易課税制度の適用を受けない卸売業又は小売業を営む中小事業者
で、課税売上げについては税率の異なるごとに区分経理できる場合は、
課税売上げに占める軽減税率の対象となる課税売上げの割合を課税仕
入れ等に乗じて計算。
②　簡易課税制度の届出の特例
　「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した課税期間から簡易課
税制度の適用が可能。

《ポイントの整理》

納税協会の「総務管理者養成講座」
詳しくは
各納税協会のホームページ

をクリック！

https://www.nouzeikyokai.or.jp/seminar/

実力派を目指すあなたのための─。

公益財団法人 納税協会連合会　事業部
〒540－0008　大阪市中央区大手前1 －5 －33（納税協会ビル6階）
TEL　06－6937－5115　 FAX　06－6937－5502

講義コース

通信コース・e－通信コース・通信セレクト・e－通信セレクト
履修科目

受 講 料
（消費税込）

①総 務 実 務　②経 理 実 務　③源泉徴収事務
④社会保険事務　⑤労働保険事務　⑥労務管理事務
講義コース 〈大阪・京都教室〉（納税協会会員）　65,880円
　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般）　76,680円
通信コース・e －通信コース（納税協会会員）　52,920円
　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般）　63,720円
通信セレクト・e－通信セレクト（納税協会会員）　10,800円(※）

　　　　　　〃　　　　　 　（一　　　　般）　12,960円(※）

『大阪教室 夜間コース（※）』
開催日時　前期　4月2日(火)～7月9日(火）
　　　　　後期　7月30日(火)～11月7日(木）
※ 前・後期開催中、4通りでのコース選択（各27日間）が可能です。
　　　　　(18：30～20：30、計54時間）
会　　場　納税協会連合会　研修センター
(大阪市中央区谷町１－5－4 近畿税理士会館大同生命ビル10階）

開催日時　4月１日(月)～7月10日(水)のうち27日間
　　　　　(18：30～20：30、計54時間）
会　　場　下京納税協会　会議室
(京都市下京区間之町通五条下ル二丁目塗師屋町126番地）

『京都教室 夜間コース』

＊2019年大阪教室・京都教室 申込み受付中＊

常時受け付けています。

※　①～⑥の１科目についての受講料です。
　　通信セレクト・e-通信セレクトでは、１回につき、１～3科目までお申込みいただけます。

新刊書のご案内

◆お求めはお近くの納税協会へ

■B5判1,128頁／定価：本体 2,200円＋税

所得税の確定申告の手引

馬場則行 編

平成31年3月申告用
申告書に沿って、税法・通達改正等を織り込み、所得の種類別にその計算方法
から、実際の確定申告書の書き方までを体系的にとりまとめて工夫編集。
申告書の記載例については、平成30年分で使用される全ての申告書の様式と多
くの附属計算書の記載例を示し、わかりやすく解説。

平成31年3月申告用 確定申告事務必携税理士のための
所得税及び復興特別所得税・消費税・贈与税の申告

多忙な確定申告期の事務処理を効率的に確実に処理するための必須項目を厳選
し、確定申告実務のポイントを要領よくまとめた税務専門家必携の書。

■B5判502頁／定価：本体 3,200円＋税堀 三芳・勝山武彦 著

平成31年3月申告用
住宅ローン控除・住宅取得資金贈与の
トクする確定申告ガイド
住宅の取得、リフォーム、給付金、資金贈与など減税・非課税のポイントを解説。
所得税の確定申告書の記載例も豊富に掲載。

■B5判240頁／定価：本体 1,600円＋税みどり税理士法人　税理士　塚本和美 著

平成31年3月申告用

一目でわかる医療費控除 事例による可否判定
と申告の仕方

医療費控除をめぐる質疑・可否判定を一目でわかる「○」「×」方式で回答。
確定申告書の作成方法＝「確定申告書Ａ」「確定申告書Ｂ」の２種類の申告書様式により具
体例でやさしく解説。 ■B5判256頁／定価：本体 1,400円＋税馬場則行 編

〇×判定ですぐわかる 所得税の実務
所得税に関する身近な判定事例を「〇」「×」方式でわかりやすく解説。

■B5判304頁／定価：本体 2,500円＋税
公益財団法人 納税協会連合会 編集部 編

軽減税率制度が始まった後に、わが社は軽減税率と標準税率に全部分ける
ことができるかとても不安なんですが、どうしたものでしょうか。
社長、大丈夫ですよ。売上げ又は仕入れについて、税率ごとの管理が困難
な中小企業者に対しては、税額計算の特例（経過措置）が設けられていま
す。
売上げについては3つの特例があります。まずは、小売等軽減仕入割合の
特例です。簡易課税制度の適用を受けない卸売業又は小売業を営む中小事
業者が、課税仕入れ等は税率ごとに区分経理ができるなら、その仕入れに
占める軽減税率の対象となる売上げにのみ要する課税仕入れ等の割合を期
間全体の課税売上げに乗じて、軽減税率の対象となる課税売上げを算出し、
売上税額を計算できます。
なるほど。この方法は少なくとも、仕入れについては税率ごとに区分経理
できないといけないのですね。 
次に、それ以外の中小事業者や仕入れの区分経理もできない中小事業者は、
通常の連続する10営業日の課税売上げに占める同期間の軽減税率の対象と
なる課税売上げの割合を、期間全体の課税売上げに乗じて、軽減税率の対
象となる課税売上げを算出し、売上税額を計算できます。
10日間は売上げについて税率ごとの管理が必要になるということですね。
そうなりますね。最後に、上記のいずれの特例の割合計算も困難な中小事
業者で、主として軽減税率の対象資産の譲渡等が、全体の課税売上げのお
おむね50％以上である事業者の場合は、軽減税率の対象となる譲渡等の割
合を50％として計算することもできます。なお、これらの特例の適用対象
期間は、いずれも平成31年（2019年）10月１日から平成35年（2023年）9
月30日までの期間です。
わが社は決算が3月末ですから、事業年度の途中で始まり、途中で終わる
ことになりますね。
仕入れについては2つの特例があります。まずは、小売等軽減売上割合の
特例です。簡易課税制度の適用を受けない卸売業又は小売業を営む中小事
業者が、課税売上げは税率ごとに区分経理ができるなら、その売上げに占

める軽減税率の対象となる課税売上げの割合を期間全体の課税仕入れ等に
乗じて、軽減税率の対象となる課税仕入れ等を算出し、仕入税額を計算で
きます。さらに、簡易課税制度についても選択届出書を提出した課税期間
から適用できる、簡易課税制度の届出の特例も設けられています。これら
の特例は、いずれも平成31年（2019年）10月１日から平成32年（2020年）
9月30日の属する課税期間の末日まで適用できます。
※ 「課税仕入れ等」及び「課税売上げ」は税込の金額
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